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今
回
は
八
代
町
の
永
井
地
区
を
紹
介

し
ま
す
。
永
井
と
い
う
地
名
は
、
今
か

ら
１
０
７
０
年
ほ
ど
前
︵
平
安
時
代
中

期
︶
に
編
さ
ん
さ
れ
た
﹁
和
名
類
聚
抄
﹂

と
い
う
書
物
に
記
載
さ
れ
て
い
る
行
政

区
画
の
名
称
、
八
代
郡
長
江
郷
に
由
来

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
永
井
地
区
に
は
、
霊
亀
元
︵
７

１
５
︶
年
に
無
音
律
師
と
い
う
僧
侶
に

よ
っ
て
開
か
れ
た
瑜
伽
寺
と
い
う
お
寺

が
あ
り
ま
す
。
瑜
伽
寺
は
八
代
町
で
最

も
古
い
寺
で
、
山
門
を
く
ぐ
っ
て
境
内

に
入
る
と
、
正
面
に
建
つ
薬
師
堂
が
目

に
止
ま
り
ま
す
。
薬
師
堂
は
４
２
０
年

ほ
ど
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
何
度

か
修
理
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
建
て
ら
れ

た
こ
ろ
の
古
い
特
徴
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
寺
に
は
山
梨
県
か
ら
有
形
文
化

財
の
指
定
を
受
け
た
木
造
如
来
形
坐
像
、

塑
像
仏
像
︵
粘
土
で
造
ら
れ
た
仏
像
︶
の

か
け
ら
、
木
造
十
二
神
将
立
像
が
あ
り
、

大
切
に
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
木
造
如
来

形
坐
像
は
ヒ
ノ
キ
の
一
木
造
り
で
、
像

の
高
さ
が
約
85
セ
ン
チ
あ
り
ま
す
。
今

か
ら
１
１
０
０
年
ほ
ど
前
に
制
作
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
制
作
当
時
は
漆

箔
や
漆
塗
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

県
内
で
は
甲
州
市
勝
沼
町
の
大
善
寺
に

あ
る
木
造
薬
師
如
来
坐
像
に
次
ぐ
如
来

形
像
と
し
て
、
貴
重
な
存
在
と
な
っ
て

い
ま
す
。
塑
像
仏
像
の
か
け
ら
は
奈
良

時
代
の
塑
像
制
作
の
技
法
と
表
現
上
の

特
色
を
よ
く
伝
え
て
お
り
、
薬
師
三
尊

像
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
古
く
か
ら
こ
の
寺
に
伝
え
ら
れ

て
き
た
も
の
で
、
寺
の
歴
史
を
考
え
る

上
で
重
要
な
も
の
で
す
。
木
造
十
二
神

将
立
像
は
何
れ
も
ヒ
ノ
キ
製
で
、
立
っ

た
武
人
の
姿
を
し
て
い
ま
す
。
像
の
高

さ
が
85
セ
ン
チ
か
ら
92
セ
ン
チ
あ
り
、

今
か
ら
８
１
０
年
ほ
ど
前
に
制
作
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

文
久
３
︵
１
８
６
３
︶
年
に
色
を
塗

る
修
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
瑜
伽
寺
の
東
隣
り
に
あ
る
永

井
天
神
社
に
も
古
く
か
ら
伝
わ
る
文
化

財
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
近
隣
の
人
達

か
ら
﹁
永
井
の
お
か
ぐ
ら
﹂
と
呼
ば
れ
、

親
し
ま
れ
て
い
る
天
神
社
神
楽
で
す
。

こ
の
神
楽
は
大
和
神
楽
ま
た
は
太
々
神

楽
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
５
８
０
年
ほ

ど
前
に
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

一
時
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
21

︵
１
８
８
８
︶
年
に
再
開
さ
れ
、
毎
年

４
月
３
日
の
例
大
祭
の
日
に
奉
納
さ
れ

て
い
ま
す
。

瑜伽寺境内にある薬師堂

木造如来形坐像（写真提供、サンニチ印刷）

瑜伽寺の山門 永井天神社の参道

駅前・山崎・山岸・松本・
八田・窪中島・四日市場・
広瀬・唐柏・日の出・向
田・中川・下平井・上平
井・長塚
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１２月３１日（日）
〜１月３日（水）

荒屋・東町・西町・仲町・
川中島・恵比寿・河内・
砂原・今井・井戸・東
油川・東高橋・小石和

１月４日（木） １月５日（金）

御 坂 町

一 宮 町

八 代 町

境 川 町

春日居町

芦 川 町

石 和 町
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地下水は市民の生活に欠くことのできない資源であることから、「笛吹市

地下水資源の保護及び採取適正化条例」に基づき、地下水を採取（試掘を含

む。）しようとする者に対して必要な指導等を行っています。

担当から・・・

　最近ごみ収集場所に、明らかにお店から出したと思われるものが捨ててあります。事業主の方は、

必ずごみ収集業者と廃棄物処理委託の契約をしてください。

　なお、旧町村単位で許可された指定業者がありますので、詳細については下記へご連絡ください。

採 取 量

手 続 き

許 可 基 準

10m3未満／日量 10以上〜1,000m3以下／日量

①井戸設置申請書及び設置場所を示す

図面、実施計画書その他市長が必要と

する書類を添付し申請する。

②許可基準に適合するときは、許可する。

①左記と同様な申請を行う。

②笛吹市地下水資源保護審議会に諮問

し審議会の意見を聞き、下記に掲げる

基準に適合しているときは、許可する。

1. 県又は市が定める土地利用の計画に反しないこと。

2. 隣接する既設井戸に支障を及ぼさない程度の採取量であること。

3. 排水施設が十分講じられていること。

4. 量水計が設置されていること。

5. 他の水をもってかえることが困難なこと。

6. 自噴井については、制水設備の設置等により不使用時の流出防止対策が講じられること。

7. その他市長が必要と認める事項

◎問合せ先 ●市民環境部
●御 坂 支 所
●一 宮 支 所

ごみ減量課
住 民 課
住 民 課

055−261−2044
055−262−2271
0553−47−1111

●八 代 支 所
●境 川 支 所
●春日居支所
●芦 川 支 所

住 民 課
住 民 課
住 民 課
地域住民課

055−265−2111
055−266−2111
0553−26−3111
055−298−2111

やってみるじゃん・ごみ減量53（笛吹市は平成18年度から5年間でごみの減量53％をめざしています）

わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

や
つ
し
ろ
ご
お
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が
え
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